
 

 平成 12 年 6 月に始まった三宅島の火山活動は、同年8 月の最大規模の噴火に続いて

火砕流が発生したことから、全島民は島外への避難を余儀なくされました。その後、三宅

島雄山は、有害な二酸化硫黄などを含む火山ガスを、世界にも類を見ないほど大量に放出

するようになり、避難生活は平成1７年 2月まで約4年半もの長きにわたりました。 

三宅村では、火山ガスの放出が止まらない現状でも『火山ガスとの共生』を基本的考え

方に、村民の自己責任に基づく帰島が可能であると判断いたしました。『火山ガスとの共生』

には、行政が進めるべき安全確保対策と、火山ガスのリスクに対する住民の心構えが必要

不可欠です。 

 この防災のしおりは、村民の皆さんが三宅島の火山活動、火山ガスなどの災害に

対する知識を深め、リスクに対する適切な判断と、確実な安全確保活動のために必

要な情報を提供することを目的として作成しました。 

 写真の迷子椎のように、村民の皆様の道しるべとなることを願って。 
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